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国

税

庁

は

４

日

、

３

回

目

と

な

る

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

に

関

す

る

有

識

者

会

議

（

座

長

＝

佐

藤

英

明

慶

応

大

学

大

学

院

教

授

）

を

開

催

し

た

。

こ

の

日

は

日

本

商

工

会

議

所

、

日

本

税

理

士

会

連

合

会

、

櫻

井

久

勝

昭

和

女

子

大

学

グ

ロ

ー

バ

ル

ビ

ジ

ネ

ス

学

部

特

命

教

授

の

３

者

か

ら

プ

レ

ゼ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

が

行

わ

れ

、

こ

の

う

ち

、

日

税

連

の

プ

レ

ゼ

ン

で

は

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

に

当

た

り

、

実

務

的

に

困

っ

て

い

る

点

、

今

後

、

議

論

の

俎

上

に

上

が

る

こ

と

が

想

定

さ

れ

る

も

の

、

見

直

し

の

具

体

案

・

方

向

性

が

そ

れ

ぞ

れ

示

さ

れ

た

。

　

社

会

保

障

国

民

会

議

の

給

付

付

き

税

額

控

除

等

に

関

す

る

実

務

者

会

議

（

議

長

＝

小

野

寺

五

典

自

民

党

税

制

調

査

会

長

）

は

�

日

、

�

回

目

の

会

合

を

開

催

し

た

。

政

府

側

か

ら

給

付

付

き

税

額

控

除

の

将

来

的

な

方

向

性

（

中

間

取

り

ま

と

め

に

向

け

た

議

論

の

整

理

）

が

示

さ

れ

た

。

　

将

来

的

な

方

向

性

で

は

、

５

月

�

日

の

会

合

で

提

示

し

た

給

付

付

き

税

額

控

除

の

イ

メ

ー

ジ

（

６

月

１

日

号

１

面

参

照

）

で

明

ら

か

に

し

た

支

援

を

給

付

に

一

本

化

す

る

方

針

に

つ

い

て

、

「

短

期

的

に

は

給

付

へ

の

一

本

化

が

望

ま

し

い

と

の

考

え

方

が

示

さ

れ

た

一

方

で

、

将

来

的

に

は

両

者

の

組

み

合

わ

せ

と

す

る

べ

き

と

の

考

え

方

も

示

さ

れ

た

。

今

後

と

も

、

個

人

所

得

課

税

に

お

け

る

人

的

控

除

の

見

直

し

に

よ

る

税

負

担

の

変

化

や

、

デ

ジ

タ

ル

技

術

の

進

展

に

応

じ

た

事

務

負

担

の

状

況

も

踏

ま

え

、

検

討

を

継

続

す

る

」

と

し

、

給

付

の

み

で

は

な

く

、

税

額

控

除

と

の

組

み

合

わ

せ

と

す

る

余

地

に

も

言

及

し

て

い

る

。

　

な

お

、

会

合

で

は

、

国

民

民

主

党

か

ら

社

会

保

険

料

還

付

付

き

税

額

控

除

が

、

チ

ー

ム

み

ら

い

か

ら

消

費

税

減

税

に

代

わ

る

所

得

連

動

型

給

付

が

そ

れ

ぞ

れ

提

案

さ

れ

た

。

　

日

税

連

か

ら

は

、

同

有

識

者

会

議

の

委

員

に

末

吉

幹

久

調

査

研

究

部

部

長

と

大

畑

智

宏

調

査

研

究

部

副

部

長

の

２

人

が

就

い

て

い

る

。

　

日

税

連

調

査

研

究

部

が

有

識

者

会

議

に

提

出

し

た

資

料

に

よ

る

と

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

に

当

た

り

、

実

務

的

に

困

っ

て

い

る

点

と

し

て

①

類

似

業

種

比

準

価

額

と

純

資

産

価

額

の

評

価

の

か

い

離

、

②

算

定

作

業

の

過

度

な

負

担

と

複

雑

性

、

③

類

似

業

種

比

準

価

額

の

在

り

方

、

算

定

に

係

る

問

題

点

、

④

課

税

時

期

の

会

社

の

状

況

等

に

よ

っ

て

評

価

方

法

が

変

更

に

な

る

こ

と

の

四

つ

が

挙

げ

ら

れ

た

。

　

①

で

は

、

類

似

業

種

比

準

価

額

と

純

資

産

価

額

の

評

価

に

大

幅

な

か

い

離

が

あ

り

、

「

会

社

規

模

が

小

さ

く

な

っ

た

が

評

価

が

上

昇

し

た

」

と

い

う

場

合

も

散

見

さ

れ

、

納

税

者

の

理

解

が

得

ら

れ

難

い

と

し

て

い

る

。

②

で

は

、

類

似

業

種

比

準

価

額

、

純

資

産

価

額

そ

れ

ぞ

れ

の

算

定

の

負

担

や

複

雑

さ

が

説

明

さ

れ

て

い

る

。

③

で

は

、

算

定

に

お

け

る

操

作

性

の

問

題

（

恣

意

的

な

株

価

操

作

）

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

④

で

は

、

「

特

定

の

評

価

会

社

」

に

該

当

し

た

瞬

間

に

原

則

、

純

資

産

価

額

を

中

心

と

し

た

評

価

と

な

り

、

通

常

よ

り

株

価

が

高

く

算

定

さ

れ

る

傾

向

に

あ

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

今

後

、

議

論

の

俎

上

に

上

が

る

こ

と

が

想

定

さ

れ

る

も

の

と

し

て

、

⑤

グ

ル

ー

プ

法

人

税

制

を

活

用

し

、

親

会

社

の

評

価

を

不

当

に

引

き

下

げ

る

ス

キ

ー

ム

構

造

で

あ

る

子

会

社

へ

の

利

益

集

約

ス

キ

ー

ム

と

、

⑥

従

業

員

持

株

会

の

問

題

と

無

配

当

会

社

に

お

け

る

最

低

価

格

の

問

題

が

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

る

。

　

こ

う

し

た

中

で

、

日

税

連

は

見

直

し

の

具

体

案

・

方

向

性

と

し

て

、

継

続

企

業

を

前

提

と

し

た

評

価

の

安

全

性

考

慮

、

時

価

純

資

産

で

は

な

く

税

務

上

の

簿

価

純

資

産

価

額

の

採

用

の

検

討

と

時

価

純

資

産

を

採

用

す

る

場

合

に

は

確

実

な

退

職

給

付

債

務

・

資

産

除

去

債

務

等

の

控

除

、

事

業

承

継

税

制

と

の

一

体

的

議

論

、

物

納

と

の

差

異

を

解

消

し

、

相

続

税

納

税

の

た

め

に

発

行

会

社

へ

非

上

場

株

式

を

譲

渡

し

た

場

合

の

所

得

税

非

課

税

措

置

等

の

創

設

な

ど

を

求

め

た

。

　

な

お

、

次

回

の

第

４

回

会

合

は

７

月

３

日

開

催

の

予

定

。

　

国

税

庁

の

江

島

一

彦

長

官

は

４

日

、

東

京

都

文

京

区

の

Ｊ

Ｆ

Ａ

ハ

ウ

ス

で

、

国

税

庁

広

報

大

使

を

務

め

る

日

本

サ

ッ

カ

ー

協

会

（

Ｊ

Ｆ

Ａ

）

の

こ

れ

ま

で

の

功

績

を

称

え

て

宮

本

恒

靖

会

長

に

感

謝

状

を

贈

呈

し

た

＝

写

真

。

ま

た

、

同

庁

と

Ｊ

Ｆ

Ａ

が

こ

の

ほ

ど

、

日

本

時

間

の

�

日

に

開

幕

し

た

「

Ｆ

Ｉ

Ｆ

Ａ

ワ

ー

ル

ド

カ

ッ

プ

２

０

２

６

」

に

ち

な

み

、

共

同

制

作

し

た

租

税

教

育

用

「

税

金

ク

イ

ズ

」

を

公

開

し

た

。

　

税

金

ク

イ

ズ

は

、

「

税

金

」

に

つ

い

て

楽

し

く

学

習

し

て

も

ら

う

こ

と

を

目

的

に

制

作

さ

れ

た

も

の

で

、

出

題

数

は

全

部

で

５

問

。

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

の

国

税

庁

動

画

チ

ャ

ン

ネ

ル

で

も

公

開

し

て

い

る

。

「

日

本

が

初

戦

で

対

戦

す

る

オ

ラ

ン

ダ

に

実

際

に

存

在

す

る

税

金

は

？

」

「

今

回

の

ワ

ー

ル

ド

カ

ッ

プ

開

催

国

で

あ

る

ア

メ

リ

カ

や

メ

キ

シ

コ

に

、

実

際

に

存

在

す

る

税

金

は

？

」

な

ど

ワ

ー

ル

ド

カ

ッ

プ

に

関

連

す

る

ク

イ

ズ

か

ら

、

税

の

役

割

な

ど

を

楽

し

く

学

べ

る

内

容

と

な

っ

て

お

り

、

租

税

教

室

の

振

り

返

り

学

習

と

し

て

も

使

用

で

き

る

。

　

Ｊ

Ｆ

Ａ

は

、

令

和

６

年

�

月

の

国

税

庁

広

報

大

使

就

任

以

降

、

今

回

の

税

金

ク

イ

ズ

制

作

を

含

め

、

税

を

考

え

る

週

間

や

確

定

申

告

、

租

税

教

育

等

の

さ

ま

ざ

ま

な

広

報

活

動

に

協

力

し

、

こ

れ

ら

の

活

動

を

通

じ

て

税

務

行

政

の

円

滑

な

運

営

に

貢

献

し

て

き

た

。

　

宮

本

会

長

は

、

「

税

金

は

社

会

を

支

え

る

重

要

な

も

の

で

す

。

Ｊ

Ｆ

Ａ

と

し

て

は

、

『

サ

ッ

カ

ー

で

社

会

の

発

展

に

貢

献

す

る

』

と

い

う

こ

と

を

常

々

唱

っ

て

お

り

、

こ

う

し

た

切

り

口

か

ら

、

税

金

を

納

め

る

こ

と

、

背

景

、

大

切

さ

を

サ

ッ

カ

ー

を

通

じ

て

お

伝

え

す

る

と

い

う

こ

と

が

大

切

と

思

い

活

動

し

て

き

ま

し

た

。

こ

の

税

金

ク

イ

ズ

は

、

一

見

難

し

そ

う

で

す

が

、

小

学

生

で

も

答

え

ら

れ

る

優

し

さ

も

あ

り

つ

つ

、

大

人

に

も

参

考

に

な

り

、

バ

ラ

ン

ス

の

と

れ

た

良

い

５

問

」

と

語

っ

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ６ �

第３７０２号
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財

務

省

は

５

月

�

日

開

催

し

た

「

国

の

債

務

管

理

に

関

す

る

研

究

会

」

で

、

金

利

の

上

昇

等

を

背

景

に

、

個

人

向

け

国

債

の

販

売

を

拡

充

す

る

た

め

の

検

討

を

開

始

し

た

。

片

山

さ

つ

き

財

務

相

は

「

も

っ

と

選

ば

れ

て

い

い

金

融

商

品

」

と

普

通

預

金

に

比

べ

て

金

利

が

有

利

で

あ

る

点

を

強

調

し

、

購

入

を

促

し

た

★

円

相

場

は

１

ド

ル

１

６

０

円

を

突

破

、

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

を

通

じ

た

個

人

の

海

外

投

資

信

託

の

増

加

が

円

安

誘

因

の

一

因

と

の

指

摘

が

あ

る

。

同

省

が

こ

の

ほ

ど

公

表

し

た

令

和

７

年

末

現

在

の

本

邦

対

外

資

産

負

債

残

高

を

見

て

も

、

日

本

の

対

外

資

産

残

高

は

過

去

最

高

を

更

新

し

て

い

る

★

個

人

マ

ネ

ー

が

海

外

に

流

出

す

る

中

、

個

人

向

け

国

債

の

魅

力

を

高

め

る

た

め

、

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

対

象

に

す

べ

き

と

の

声

は

多

い

。

し

か

し

、

個

人

の

資

産

形

成

支

援

と

と

も

に

、

民

間

企

業

や

株

式

市

場

を

活

気

づ

け

る

こ

と

が

制

度

趣

旨

の

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

に

国

債

を

加

え

る

の

は

難

し

い

だ

ろ

う

。

（

Ａ

）

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

「

税

務

行

政

に

お

け

る

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

の

利

用

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

」

を

改

訂

し

た

。

税

務

調

査

、

行

政

指

導

、

滞

納

整

理

及

び

査

察

調

査

等

（

税

務

調

査

等

）

に

お

い

て

、

国

税

当

局

の

判

断

に

よ

り

、

必

要

に

応

じ

て

利

用

す

る

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

は

、

令

和

７

年

�

月

か

ら

金

沢

国

税

局

及

び

福

岡

国

税

局

で

利

用

が

始

ま

り

、

今

年

６

月

か

ら

は

仙

台

国

税

局

、

熊

本

国

税

局

及

び

沖

縄

国

税

事

務

所

、

７

月

以

降

も

そ

の

他

の

国

税

局

で

順

次

利

用

を

開

始

す

る

と

し

て

い

る

。

Ｑ

＆

Ａ

は

、

６

問

が

更

新

、

２

問

が

追

加

さ

れ

て

い

る

。

　

令

和

８

年

度

補

正

予

算

が

５

日

、

参

院

本

会

議

で

可

決

・

成

立

し

た

。

補

正

予

算

案

は

３

日

に

国

会

に

提

出

さ

れ

、

４

日

に

衆

院

で

可

決

さ

れ

て

い

た

。

提

出

か

ら

成

立

ま

で

に

要

し

た

日

数

は

わ

ず

か

３

日

だ

っ

た

。

　

補

正

予

算

の

総

額

は

３

兆

１

１

３

５

億

円

。

特

別

高

圧

電

力

や

Ｌ

Ｐ

ガ

ス

の

利

用

者

支

援

な

ど

地

域

の

実

情

に

応

じ

た

支

援

の

財

源

措

置

と

な

る

重

点

支

援

地

方

交

付

金

に

１

０

０

０

億

円

、

中

東

情

勢

等

対

応

予

備

費

な

ど

今

後

へ

の

万

全

の

備

え

に

３

兆

１

３

５

億

円

を

充

て

る

。

こ

の

う

ち

、

５

１

３

５

億

円

は

今

年

７

～

９

月

分

の

電

気

・

ガ

ス

代

支

援

と

し

て

同

額

を

８

年

度

予

算

の

一

般

予

備

費

１

兆

円

か

ら

使

用

す

る

こ

と

を

５

月

�

日

に

閣

議

決

定

し

て

い

た

た

め

、

同

額

を

積

み

増

し

一

般

予

備

費

の

残

高

を

１

兆

円

に

復

元

す

る

。

　

政

府

は

、

今

回

提

出

し

た

補

正

予

算

の

目

的

に

つ

い

て

、

中

東

情

勢

が

不

透

明

な

中

、

今

後

の

物

価

動

向

や

経

済

に

与

え

る

影

響

を

注

視

し

つ

つ

、

経

済

活

動

や

国

民

の

暮

ら

し

に

支

障

が

生

じ

な

い

よ

う

適

切

に

判

断

し

、

必

要

に

応

じ

て

タ

イ

ム

リ

ー

に

対

応

す

る

た

め

、

リ

ス

ク

最

小

化

の

観

点

か

ら

万

全

の

備

え

を

取

る

た

め

と

し

て

い

る

。

　

税

務

調

査

等

で

利

用

す

る

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

は

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

メ

ー

ル

、

Ｗ

ｅ

ｂ

会

議

シ

ス

テ

ム

（

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

　

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

）

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ス

ト

レ

ー

ジ

サ

ー

ビ

ス

（

Ｐ

ｒ

ｉ

ｍ

ｅ

Ｄ

ｒ

ｉ

ｖ

ｅ

）

及

び

ア

ン

ケ

ー

ト

作

成

ツ

ー

ル

（

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

　

Ｆ

ｏ

ｒ

ｍ

ｓ

）

。

　

税

務

調

査

に

つ

い

て

は

、

事

業

活

動

の

現

況

確

認

等

が

必

要

不

可

欠

で

あ

る

た

め

、

臨

場

に

よ

る

調

査

を

原

則

と

し

て

お

り

、

そ

の

上

で

、

効

率

的

な

調

査

の

実

施

に

資

す

る

と

国

税

当

局

が

判

断

し

た

場

合

に

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

を

部

分

的

に

利

用

す

る

。

全

て

の

税

務

調

査

で

利

用

す

る

も

の

で

は

な

い

と

し

て

い

る

。

な

お

、

税

務

署

等

と

納

税

者

等

の

双

方

の

合

意

が

あ

る

場

合

に

限

り

利

用

す

る

と

し

て

い

る

。

　

更

新

等

が

さ

れ

た

主

な

問

答

で

は

、

税

務

署

等

か

ら

納

税

者

等

へ

の

資

料

提

供

に

つ

い

て

、

改

訂

前

は

メ

ー

ル

や

Ｐ

ｒ

ｉ

ｍ

ｅ

Ｄ

ｒ

ｉ

ｖ

ｅ

を

利

用

し

な

い

と

し

て

い

た

が

、

改

訂

後

は

、

効

率

的

な

調

査

の

実

施

に

資

す

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

に

は

、

税

務

署

等

か

ら

メ

ー

ル

等

を

活

用

し

て

資

料

を

提

供

す

る

こ

と

が

あ

る

と

し

た

（

問

�

）

。

　

な

お

、

提

供

す

る

資

料

に

は

パ

ス

ワ

ー

ド

を

設

定

し

、

そ

の

パ

ス

ワ

ー

ド

に

つ

い

て

は

、

電

話

等

の

メ

ー

ル

以

外

の

手

段

に

よ

り

納

税

者

等

に

対

し

て

連

絡

す

る

と

し

た

。

　

税

務

調

査

や

行

政

指

導

に

お

い

て

、

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

に

よ

る

面

談

を

実

施

す

る

場

合

に

お

け

る

、

第

三

者

へ

の

情

報

漏

え

い

防

止

対

策

に

関

す

る

問

答

が

追

加

さ

れ

た

（

問

�

）

。

　

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

を

利

用

し

た

面

談

等

を

行

う

場

合

に

は

、

第

三

者

へ

の

情

報

漏

え

い

等

を

防

止

す

る

観

点

か

ら

、

税

務

署

側

及

び

納

税

者

側

の

参

加

者

の

範

囲

を

あ

ら

か

じ

め

明

確

に

す

る

と

し

た

。

　

面

談

実

施

当

日

に

は

、

カ

メ

ラ

機

能

を

オ

ン

に

し

た

上

で

本

人

確

認

（

氏

名

等

の

確

認

）

を

行

う

な

ど

し

て

、

事

前

に

把

握

し

た

参

加

者

以

外

が

参

加

し

て

い

な

い

こ

と

を

確

認

す

る

こ

と

と

し

、

次

の

事

実

が

確

認

さ

れ

た

場

合

は

、

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

の

利

用

を

中

断

す

る

と

し

た

。

　

①

事

前

に

把

握

し

た

参

加

者

以

外

の

参

加

が

認

め

ら

れ

る

場

合

、

②

録

音

・

録

画

等

の

機

能

の

利

用

ま

た

は

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

画

面

の

撮

影

等

が

認

め

ら

れ

る

場

合

　

ま

た

、

税

務

署

等

に

お

け

る

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

の

利

用

は

、

原

則

と

し

て

税

務

署

等

の

事

務

室

内

に

お

い

て

行

う

と

し

た

。

　

国

税

庁

は

１

、

２

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

長

会

議

を

行

っ

た

＝

写

真

。

今

回

の

会

議

で

は

、

こ

の

１

年

間

に

実

施

し

た

取

組

み

に

つ

い

て

総

括

す

る

と

と

も

に

、

残

さ

れ

た

課

題

に

つ

い

て

、

今

後

の

取

組

方

針

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

議

論

し

た

成

果

を

、

来

事

務

年

度

の

体

制

に

引

き

継

い

で

い

く

方

針

だ

。

　

具

体

的

に

は

、

庁

局

署

が

連

携

し

て

取

り

組

む

べ

き

テ

ー

マ

、

ま

た

、

局

を

挙

げ

て

取

り

組

む

べ

き

テ

ー

マ

と

し

て

、

「

環

境

変

化

に

応

じ

た

体

制

整

備

に

向

け

た

今

後

の

取

組

方

針

」

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

促

進

を

図

る

た

め

の

取

組

み

」

「

税

務

行

政

の

デ

ジ

タ

ル

・

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

」

「

納

税

者

サ

ー

ビ

ス

の

再

整

理

」

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

「

環

境

変

化

に

応

じ

た

体

制

整

備

に

向

け

た

今

後

の

取

組

方

針

」

で

は

、

令

和

８

事

務

年

度

に

、

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

・

Ｇ

Ｓ

Ｓ

へ

の

移

行

に

伴

う

効

率

化

効

果

が

顕

在

化

す

る

こ

と

か

ら

、

こ

こ

で

生

じ

た

リ

ソ

ー

ス

が

重

点

課

題

に

的

確

に

配

分

さ

れ

る

よ

う

、

最

適

な

体

制

や

事

務

運

営

に

つ

い

て

検

討

し

た

。

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

促

進

を

図

る

た

め

の

取

組

み

」

で

は

、

今

事

務

年

度

は

源

泉

所

得

税

の

目

標

値

を

新

た

に

設

定

し

、

部

署

横

断

的

に

納

税

者

等

へ

の

利

用

勧

奨

等

に

取

り

組

ん

で

き

た

が

、

同

庁

で

は

、

納

税

者

等

に

行

動

変

容

を

促

す

た

め

、

関

係

省

庁

に

働

き

か

け

を

行

い

連

携

先

の

拡

大

を

図

っ

て

い

く

。

ま

た

、

各

局

が

今

事

務

年

度

に

実

施

し

た

取

組

み

や

把

握

し

た

課

題

に

つ

い

て

、

大

局

的

な

視

点

か

ら

議

論

し

た

。

「

税

務

行

政

の

デ

ジ

タ

ル

・

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

」

で

は

、

６

月

中

に

Ｇ

Ｓ

Ｓ

端

末

が

全

局

に

行

き

渡

る

に

当

た

り

、

こ

れ

を

き

っ

か

け

と

し

て

、

８

来

事

務

年

度

は

Ｄ

Ｘ

・

Ｂ

Ｐ

Ｒ

（

Ｂ

ｕ

ｓ

ｉ

ｎ

ｅ

ｓ

ｓ

Ｐ

ｒ

ｏ

ｃ

ｅ

ｓ

ｓ

Ｒ

ｅ

―

ｅ

ｎ

ｇ

ｉ

ｎ

ｅ

ｅ

ｒ

ｉ

ｎ

ｇ

＝

業

務

改

革

）

の

方

針

を

浸

透

さ

せ

、

現

場

発

信

で

仕

事

の

仕

方

を

変

え

る

機

会

と

な

る

こ

と

か

ら

、

５

月

に

改

訂

し

た

「

Ｄ

Ｘ

・

Ｂ

Ｐ

Ｒ

の

推

進

に

係

る

基

本

方

針

」

「

重

点

施

策

」

に

基

づ

い

て

、

各

局

の

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

に

資

す

る

取

組

み

を

主

体

的

に

進

め

て

い

く

こ

と

と

し

、

そ

の

取

組

方

針

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

「

納

税

者

サ

ー

ビ

ス

の

再

整

理

」

で

は

、

７

事

務

年

度

か

ら

、

各

局

に

納

税

者

サ

ー

ビ

ス

Ｐ

Ｔ

を

設

置

し

、

相

談

事

務

等

を

組

織

横

断

的

に

検

討

・

実

施

す

る

こ

と

で

、

合

理

化

し

た

事

務

量

を

調

査

・

徴

収

事

務

に

当

て

る

こ

と

を

目

標

と

し

て

い

る

。

Ａ

Ｉ

等

を

活

用

し

た

相

談

事

務

全

般

の

見

直

し

に

向

け

て

、

各

局

に

お

い

て

、

こ

れ

ま

で

以

上

に

庁

局

署

で

連

携

し

、

積

極

的

に

試

行

に

取

り

組

む

な

ど

、

納

税

者

サ

ー

ビ

ス

の

再

整

理

を

推

進

し

て

い

く

こ

と

を

確

認

し

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

今

回

は

、

駆

け

出

し

の

頃

か

ら

資

産

税

業

務

に

従

事

し

、

数

々

の

事

案

に

取

り

組

み

、

多

く

の

後

進

も

育

て

て

き

た

本

郷

尚

税

理

士

に

、

過

去

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

、

最

近

の

税

務

の

動

向

な

ど

に

つ

い

て

話

を

聞

い

た

。

　本郷尚（ほんごう・たかし）

氏の略歴　１９７５年本郷会計事

務所開業、２００３年税理士法人

タクトコンサルティング設

立、代表社員就任、２０２０年㈱

タクトコンサルティング顧問

就任。相続、贈与、事業承継、

土地活用、財産管理を中心と

した資産税専門の税理士。

　川田剛（かわだ・ごう）氏

の略歴　柏原税務署長、国税

庁国際業務室長、国税庁管理

課長、仙台国税局長などを経

て退官、国士舘大学教授、明

治大学大学院グローバルビジ

ネス研究科教授などを歴任。

現在は税理士法人川田事務所

代表社員税理士。

　

川

田

　

先

生

は

ど

う

い

う

経

緯

で

税

理

士

と

い

う

仕

事

を

。

　

本

郷

　

非

常

に

単

純

で

し

て

、

公

務

員

だ

っ

た

父

親

の

口

癖

が

「

サ

ラ

リ

ー

マ

ン

に

は

な

る

な

よ

」

で

し

た

。

高

校

生

、

大

学

生

に

な

っ

て

も

サ

ラ

リ

ー

マ

ン

に

は

な

る

な

と

言

っ

て

い

て

、

何

も

知

ら

ず

に

親

戚

の

会

計

事

務

所

に

連

れ

て

行

か

れ

た

の

で

す

が

、

そ

こ

の

先

生

が

税

理

士

さ

ん

で

、

い

い

車

に

乗

っ

て

い

た

の

で

す

よ

。

冗

談

で

す

け

ど

。

　

川

田

　

そ

う

い

う

こ

と

も

大

事

で

す

よ

ね

。

　

本

郷

　

そ

れ

で

、

こ

う

い

う

仕

事

が

あ

る

の

だ

と

思

っ

て

、

大

学

に

入

っ

た

時

か

ら

簿

記

学

校

へ

行

っ

て

、

簿

記

の

３

級

、

２

級

、

１

級

と

勉

強

し

て

、

そ

の

ま

ま

税

理

士

コ

ー

ス

へ

走

り

ま

し

た

。

そ

し

て

、

試

験

に

合

格

し

て

税

理

士

に

な

っ

て

、

飛

び

込

ん

だ

事

務

所

が

国

税

Ｏ

Ｂ

の

先

生

で

し

た

。

そ

の

先

生

は

査

察

出

身

の

方

だ

っ

た

の

で

、

と

て

も

厳

し

か

っ

た

の

で

す

。

お

前

は

試

験

に

受

か

っ

た

の

だ

か

ら

、

死

ぬ

気

で

仕

事

を

し

ろ

と

言

わ

れ

ま

し

た

。

１

週

間

の

う

ち

２

日

か

３

日

は

徹

夜

で

、

泊

ま

り

込

み

で

鍛

え

ら

れ

ま

し

た

ね

。

　

川

田

　

横

浜

の

事

務

所

に

入

ら

れ

た

時

で

す

か

。

　

本

郷

　

そ

う

で

す

。

そ

こ

の

事

務

所

は

日

本

橋

と

横

浜

に

事

務

所

が

あ

っ

て

、

私

は

横

浜

で

し

た

。

そ

の

先

生

が

あ

る

時

、

不

動

産

鑑

定

士

の

資

格

を

取

り

ま

し

た

。

た

だ

、

資

格

を

取

っ

た

だ

け

で

仕

事

は

や

ら

な

い

。

お

前

は

所

得

税

と

相

続

税

を

受

か

っ

た

の

だ

か

ら

、

で

き

る

だ

ろ

う

と

言

わ

れ

て

、

鑑

定

の

仕

事

ま

で

手

掛

け

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

こ

れ

が

実

は

資

産

税

に

入

っ

た

道

な

の

で

す

。

仕

事

と

し

て

は

、

取

引

事

例

の

資

料

集

め

の

手

伝

い

を

し

ま

し

た

。

不

動

産

業

界

と

鑑

定

事

務

所

と

税

務

署

の

資

産

税

部

門

に

よ

く

顔

を

出

し

ま

し

て

、

と

に

か

く

不

動

産

の

実

務

の

中

に

飛

び

込

ん

で

い

き

ま

し

た

。

自

然

と

体

が

動

い

て

し

ま

っ

た

の

で

す

ね

。

　

川

田

　

税

務

よ

り

も

、

む

し

ろ

不

動

産

実

務

の

仕

事

だ

っ

た

わ

け

で

す

か

。

　

本

郷

　

し

か

も

、

若

い

く

せ

に

、

ま

あ

ま

あ

の

精

通

者

に

な

れ

ま

し

た

。

不

動

産

鑑

定

は

当

然

の

こ

と

で

す

が

、

実

際

の

取

引

事

例

が

あ

っ

て

、

売

買

さ

れ

た

事

例

に

基

づ

い

て

評

価

し

て

い

ま

す

。

と

こ

ろ

が

相

続

は

取

引

さ

れ

て

い

な

い

不

動

産

を

評

価

し

て

い

る

の

で

す

よ

ね

。

そ

れ

は

体

で

覚

え

ま

し

た

。

売

れ

る

価

格

と

売

れ

な

い

価

格

を

体

で

覚

え

ま

し

た

ね

。

　

川

田

　

そ

の

後

、

横

浜

か

ら

東

京

に

出

て

こ

ら

れ

た

と

思

い

ま

す

が

。

　

本

郷

　

横

浜

で

大

き

な

会

社

の

グ

ル

ー

プ

と

一

緒

に

仕

事

を

や

っ

た

の

で

す

が

、

そ

こ

か

ら

東

京

へ

お

誘

い

が

あ

り

、

他

の

会

社

か

ら

も

声

が

掛

か

っ

て

、

そ

れ

な

ら

も

う

い

っ

そ

の

こ

と

通

常

の

会

計

事

務

業

は

や

め

て

、

資

産

税

だ

け

を

扱

お

う

と

東

京

に

出

て

き

ま

し

た

。

そ

の

後

、

税

理

士

を

集

め

る

と

き

、

会

計

業

務

の

経

験

な

し

で

良

し

、

と

し

ま

し

た

。

資

産

税

を

や

り

た

い

と

い

う

人

だ

け

を

集

め

ま

し

た

。

通

常

の

業

務

を

や

ら

な

く

て

い

い

と

い

う

、

特

殊

な

舞

台

を

作

っ

た

の

で

す

。

　

川

田

　

そ

こ

は

非

常

に

目

の

付

け

方

が

良

か

っ

た

で

す

ね

。

国

税

組

織

の

中

で

資

産

税

と

い

う

の

は

小

グ

ル

ー

プ

で

す

。

そ

の

た

め

そ

の

仕

事

を

や

っ

て

い

る

人

は

意

外

に

少

な

い

で

す

が

、

外

に

出

れ

ば

需

要

が

多

い

で

す

。

　

本

郷

　

特

殊

と

い

え

ば

特

殊

で

、

当

時

で

も

相

当

ニ

ー

ズ

が

あ

り

ま

し

た

。

　

以

前

、

負

担

付

贈

与

と

い

う

の

を

や

り

ま

し

た

。

か

な

り

大

掛

か

り

な

こ

と

で

し

た

。

相

続

税

対

策

に

な

る

と

い

う

こ

と

で

、

建

物

を

保

証

金

と

借

入

金

で

作

り

ま

す

。

そ

う

す

る

と

、

保

証

金

と

借

入

金

で

す

か

ら

建

物

の

評

価

は

ゼ

ロ

に

な

り

ま

す

。

そ

れ

な

ら

、

こ

の

ま

ま

贈

与

し

た

っ

て

税

金

ゼ

ロ

だ

か

ら

い

い

じ

ゃ

な

い

か

と

い

う

も

の

で

す

。

相

続

で

評

価

が

ゼ

ロ

な

ら

ば

贈

与

で

も

ゼ

ロ

じ

ゃ

な

い

か

と

。

当

時

は

ま

だ

負

担

付

贈

与

は

譲

渡

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

で

し

た

の

で

。

し

か

も

、

３

年

ぐ

ら

い

経

過

し

て

か

ら

だ

っ

た

の

で

、

十

分

時

間

も

経

っ

て

い

る

か

ら

問

題

な

い

と

考

え

た

わ

け

で

す

。

し

か

し

、

法

律

上

の

問

題

は

な

か

っ

た

と

は

い

え

、

周

り

か

ら

は

、

「

や

り

す

ぎ

」

だ

と

言

わ

れ

ま

し

た

。

結

果

と

し

て

は

、

保

証

金

の

評

価

が

現

在

価

値

に

引

き

戻

さ

れ

て

、

少

し

贈

与

税

を

納

め

て

終

わ

り

ま

し

た

。

そ

の

後

、

負

担

付

贈

与

は

譲

渡

で

あ

る

と

税

制

が

変

わ

り

ま

し

た

が

、

こ

う

い

う

こ

と

は

や

っ

て

は

い

け

な

い

と

思

い

ま

し

た

。

　

川

田

　

や

は

り

資

産

税

は

所

得

税

な

ど

と

異

な

り

、

毎

年

生

じ

る

も

の

で

は

な

い

の

で

穴

が

あ

り

ま

す

。

今

も

解

消

さ

れ

て

い

な

い

と

思

い

ま

す

が

…

。

　

本

郷

　

マ

ン

シ

ョ

ン

の

評

価

に

つ

い

て

、

令

和

６

年

１

月

か

ら

は

、

土

地

と

建

物

を

分

け

て

評

価

す

る

枠

組

を

残

し

つ

つ

、

い

わ

ゆ

る

〝

時

価

〟

の

�

％

で

す

か

。

そ

れ

で

収

め

た

よ

う

に

見

え

ま

す

け

れ

ど

も

、

な

ん

で

そ

う

な

っ

た

の

か

と

い

う

感

じ

で

す

よ

ね

。

　

川

田

　

不

動

産

鑑

定

士

の

団

体

等

か

ら

の

意

見

は

ど

う

で

し

た

か

。

　

本

郷

　

こ

れ

は

、

私

の

駆

け

出

し

の

時

か

ら

あ

っ

た

問

題

で

す

。

あ

く

ま

で

私

個

人

の

意

見

で

す

が

、

マ

ン

シ

ョ

ン

の

評

価

に

つ

い

て

土

地

を

路

線

価

、

建

物

は

固

定

資

産

税

評

価

を

基

に

計

算

し

て

い

ま

す

。

こ

れ

が

、

鑑

定

士

の

中

で

は

、

「

何

で

す

か

、

こ

の

評

価

」

と

な

り

ま

す

。

マ

ン

シ

ョ

ン

の

取

引

事

例

で

、

土

地

プ

ラ

ス

建

物

の

評

価

な

ん

て

や

っ

て

い

な

い

と

鑑

定

士

は

言

い

ま

す

。

誰

が

買

っ

て

も

、

マ

ン

シ

ョ

ン

の

土

地

の

持

分

が

い

く

つ

で

、

建

物

が

い

く

ら

で

と

、

そ

ん

な

こ

と

を

や

っ

て

い

る

人

は

い

ま

せ

ん

。

税

務

署

だ

け

が

、

そ

れ

が

適

正

価

格

と

し

て

い

ま

す

。

取

引

事

例

比

較

法

し

か

な

い

と

思

い

ま

す

。

今

で

は

全

て

の

マ

ン

シ

ョ

ン

は

、

売

り

出

し

価

格

も

、

通

常

で

取

引

さ

れ

て

い

る

の

も

、

取

引

事

例

比

較

法

で

す

ぐ

に

出

ま

す

。

国

税

の

方

も

分

か

っ

て

い

る

と

思

い

ま

す

。

取

引

事

例

比

較

法

は

使

え

な

い

わ

け

で

は

な

い

の

に

、

ど

う

し

て

使

わ

な

い

の

か

な

と

思

い

ま

す

。

　

川

田

　

取

引

事

例

比

較

法

に

基

づ

い

て

課

税

す

る

と

、

評

価

が

上

が

っ

て

も

下

が

っ

て

も

、

そ

こ

は

そ

れ

で

し

ょ

う

が

な

い

と

。

　

本

郷

　

そ

れ

は

株

と

同

じ

で

す

。

現

に

賃

貸

不

動

産

、

小

口

化

不

動

産

は

令

和

９

年

１

月

以

降

、

取

引

価

額

で

評

価

す

る

と

し

て

い

る

わ

け

で

す

。

そ

れ

で

賃

貸

不

動

産

は

、

５

年

間

は

買

っ

た

価

格

の

８

割

で

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

じ

ゃ

あ

５

年

後

は

ど

う

な

る

の

で

し

ょ

う

ね

。

貸

付

用

不

動

産

の

相

続

税

評

価

額

を

今

回

改

正

し

た

と

い

う

こ

と

で

す

が

、

あ

ま

り

に

も

現

実

的

な

評

価

と

は

か

け

離

れ

た

、

根

本

的

な

問

題

に

ま

だ

触

れ

て

な

い

の

で

は

と

思

い

ま

す

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



・

先

日

、

２

０

２

５

年

の

日

本

の

人

口

動

態

統

計

が

発

表

さ

れ

た

。

２

０

２

５

年

の

出

生

数

は

�

万

余

、

前

年

よ

り

１

・

�

万

人

減

少

、

１

８

９

９

年

に

統

計

を

取

り

始

め

て

か

ら

最

少

で

、

�

年

連

続

減

少

と

さ

れ

る

（

１

９

４

９

年

ベ

ビ

ー

ブ

ー

ム

時

は

２

７

０

万

、

１

９

７

０

年

代

前

半

の

第

２

次

ベ

ビ

ー

ブ

ー

ム

時

は

２

０

０

万

人

）

。

出

生

率

は

１

・

�

（

最

低

は

東

京

都

０

・

�

、

最

大

は

沖

縄

１

・

�

）

、

２

０

１

５

年

の

１

・

�

か

ら

�

年

連

続

で

減

少

し

て

お

り

、

１

・

�

は

世

界

の

国

々

の

中

で

も

低

い

水

準

に

あ

る

。

日

本

の

総

人

口

は

、

２

０

０

８

年

に

１

億

２

８

０

８

万

人

の

最

多

を

記

録

し

て

か

ら

は

漸

減

を

続

け

、

２

０

２

６

年

５

月

に

は

１

億

２

２

８

１

万

人

、

こ

の

間

に

５

百

万

人

余

減

少

。

２

１

０

０

年

の

人

口

試

算

は

お

よ

そ

７

９

０

０

万

人

、

そ

れ

を

下

回

る

試

算

も

あ

る

。

・

人

口

減

少

の

因

は

晩

婚

化

、

少

子

化

も

あ

る

が

、

男

女

共

に

未

婚

者

が

増

加

し

た

こ

と

が

大

き

い

。

生

涯

未

婚

率

は

、

１

９

６

５

年

の

男

性

２

・

０

、

女

性

３

・

１

％

が

、

２

０

２

０

年

に

は

男

性

�

・

３

、

女

性

�

・

８

％

に

著

増

し

て

い

る

。

か

つ

て

は

「

結

婚

は

当

然

」

と

の

社

会

慣

習

で

あ

っ

た

が

、

昨

今

で

は

、

結

婚

、

非

婚

は

個

人

の

自

由

と

認

識

さ

れ

、

独

身

の

方

が

楽

、

結

婚

し

た

く

な

い

、

出

産

し

た

く

な

い

と

考

え

る

人

も

相

当

数

あ

る

。

ま

た

、

�

世

紀

末

か

ら

２

０

２

０

年

頃

ま

で

賃

金

上

昇

の

長

期

低

迷

、

非

正

規

雇

用

者

の

増

加

と

言

っ

た

経

済

情

勢

も

影

響

し

て

い

る

と

さ

れ

る

。

同

時

に

、

戦

後

の

高

度

成

長

に

よ

る

生

活

水

準

向

上

、

医

療

進

歩

、

国

民

皆

保

険

（

医

療

・

年

金

）

な

ど

に

よ

り

平

均

寿

命

が

延

び

高

齢

者

増

加

、

日

本

は

少

子

高

齢

化

の

人

口

減

少

社

会

へ

と

進

ん

で

い

る

。

・

人

口

減

少

は

需

要

減

、

労

働

力

減

で

経

済

に

は

マ

イ

ナ

ス

の

影

響

を

与

え

、

ま

た

、

人

が

都

市

に

集

ま

り

、

地

方

の

人

口

減

少

の

ス

ピ

ー

ド

は

速

い

。

地

方

の

病

院

、

介

護

施

設

、

郵

便

配

達

、

学

校

、

商

店

街

や

ス

ー

パ

ー

・

コ

ン

ビ

ニ

な

ど

の

生

活

イ

ン

フ

ラ

崩

壊

、

空

き

家

、

限

界

マ

ン

シ

ョ

ン

、

買

い

物

難

民

、

公

共

交

通

機

関

廃

止

な

ど

続

出

、

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ー

崩

壊

、

孤

立

し

た

個

人

も

増

え

る

。

病

も

「

欠

乏

に

よ

る

病

」

か

ら

「

過

剰

に

よ

る

病

」

に

移

り

、

食

生

活

を

含

む

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

の

あ

り

方

も

関

わ

っ

て

く

る

。

年

金

・

医

療

・

介

護

と

い

う

社

会

保

障

の

受

益

と

負

担

の

関

係

に

つ

い

て

見

直

し

（

負

担

増

、

受

益

減

）

が

必

要

と

な

る

。

わ

が

国

財

政

は

Ｇ

Ｄ

Ｐ

の

約

２

倍

の

国

債

残

高

を

抱

え

、

今

も

、

毎

年

、

年

間

歳

出

の

お

よ

そ

３

割

を

国

債

に

依

存

、

国

債

残

高

は

累

増

し

て

い

る

、

一

方

、

人

口

減

少

、

減

少

速

度

も

早

い

。

減

少

し

て

い

く

将

来

の

国

民

、

我

々

の

子

孫

は

現

世

代

の

残

す

国

債

の

償

還

負

担

に

耐

え

う

る

か

も

問

題

で

あ

ろ

う

。

政

治

の

世

界

で

は

、

今

、

２

年

間

食

料

品

消

費

税

率

を

１

な

い

し

０

％

に

す

る

こ

と

が

議

論

さ

れ

て

い

る

が

、

そ

ん

な

時

で

は

な

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

・

少

子

高

齢

化

の

人

口

減

少

は

、

国

力

、

国

の

経

済

・

社

会

に

大

き

な

影

響

を

与

え

る

。

い

か

に

対

応

す

べ

き

か

、

総

合

し

た

視

野

で

捉

え

、

総

力

で

備

え

る

べ

き

課

題

で

あ

る

。

（

匡

）

　

健

康

保

険

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

が

５

月

�

日

に

参

院

本

会

議

で

可

決

・

成

立

し

、

６

月

５

日

に

公

布

さ

れ

た

。

同

改

正

法

に

は

、

保

険

を

使

わ

な

い

О

Ｔ

Ｃ

医

薬

品

で

も

代

替

可

能

な

医

療

品

の

保

険

給

付

の

範

囲

の

見

直

し

や

高

額

療

養

費

の

年

間

上

限

の

新

設

な

ど

の

見

直

し

の

ほ

か

、

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

に

お

け

る

金

融

所

得

の

公

平

な

反

映

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

確

定

申

告

の

有

無

に

か

か

わ

ら

ず

、

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

で

窓

口

負

担

割

合

や

保

険

料

の

判

定

に

金

融

所

得

も

含

め

て

判

定

す

る

こ

と

で

不

公

平

を

解

消

す

る

こ

と

を

目

指

し

て

お

り

、

金

融

所

得

も

含

め

た

判

定

は

改

正

法

公

布

後

５

年

以

内

の

政

令

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

　

経

済

産

業

省

は

５

日

、

「

フ

ァ

ミ

リ

ー

ガ

バ

ナ

ン

ス

・

ガ

イ

ダ

ン

ス

」

を

公

表

し

た

。

フ

ァ

ミ

リ

ー

ビ

ジ

ネ

ス

は

、

経

営

者

の

独

善

的

行

動

や

お

家

騒

動

、

後

継

者

の

経

営

能

力

不

足

と

い

っ

た

、

企

業

価

値

を

毀

損

し

か

ね

な

い

構

造

的

な

リ

ス

ク

を

内

包

し

て

お

り

、

創

業

者

や

創

業

者

一

族

の

自

己

資

金

の

み

で

事

業

運

営

を

行

う

こ

と

で

、

外

部

か

ら

の

牽

制

機

能

が

働

き

に

く

く

、

結

果

と

し

て

ガ

バ

ナ

ン

ス

の

機

能

不

全

に

陥

る

事

例

も

見

ら

れ

る

。

そ

こ

で

、

フ

ァ

ミ

リ

ー

ビ

ジ

ネ

ス

に

お

け

る

ガ

バ

ナ

ン

ス

を

整

備

す

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

と

し

て

、

ガ

イ

ダ

ン

ス

が

策

定

さ

れ

た

。

　

ガ

イ

ダ

ン

ス

で

は

、

フ

ァ

ミ

リ

ー

ビ

ジ

ネ

ス

と

し

て

、

創

業

者

や

創

業

者

一

族

が

、

世

代

を

超

え

て

株

主

ま

た

は

経

営

者

と

し

て

、

企

業

の

存

続

や

発

展

に

重

要

な

役

割

を

果

た

す

会

社

を

想

定

し

て

い

る

。

　

主

に

、

非

上

場

の

中

堅

規

模

の

フ

ァ

ミ

リ

ー

ビ

ジ

ネ

ス

を

念

頭

に

置

い

て

い

る

が

、

ガ

イ

ダ

ン

ス

の

内

容

は

、

上

場

・

非

上

場

を

問

わ

ず

、

ま

た

、

規

模

の

大

小

に

関

わ

ら

ず

、

全

て

の

フ

ァ

ミ

リ

ー

ビ

ジ

ネ

ス

に

と

っ

て

も

重

要

で

あ

る

と

し

た

。

　

特

に

、

事

業

承

継

時

等

の

フ

ァ

ミ

リ

ー

や

フ

ァ

ミ

リ

ー

ビ

ジ

ネ

ス

に

と

っ

て

の

節

目

に

お

い

て

、

よ

り

重

要

と

し

た

。

　

�

歳

以

上

の

人

（

一

定

の

障

害

の

あ

る

人

は

�

歳

以

上

）

を

対

象

と

す

る

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

に

お

け

る

金

融

所

得

の

取

扱

い

（

現

状

）

は

図

の

と

お

り

。

　

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

で

、

窓

口

負

担

割

合

や

保

険

料

の

判

定

に

当

た

り

、

現

在

は

年

金

、

給

与

所

得

、

不

動

産

所

得

な

ど

は

反

映

さ

れ

て

い

る

。

一

方

、

上

場

株

式

の

配

当

等

の

金

融

所

得

は

、

確

定

申

告

す

る

場

合

は

市

町

村

が

把

握

可

能

な

の

で

反

映

さ

れ

て

い

る

が

、

源

泉

徴

収

の

み

で

確

定

申

告

し

な

い

場

合

は

市

町

村

で

の

所

得

把

握

が

不

可

能

な

た

め

反

映

さ

れ

て

い

な

い

。

　

こ

う

し

た

結

果

、

同

水

準

の

所

得

が

あ

っ

て

も

確

定

申

告

の

有

無

に

よ

っ

て

窓

口

負

担

割

合

や

保

険

料

が

大

き

く

変

わ

っ

て

く

る

こ

と

が

あ

る

。

特

に

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

の

窓

口

負

担

割

合

は

所

得

に

応

じ

て

１

～

３

割

負

担

と

な

っ

て

お

り

、

不

公

平

感

が

指

摘

さ

れ

て

い

た

。

　

今

回

の

改

正

で

は

、

確

定

申

告

の

有

無

に

か

か

わ

ら

ず

、

窓

口

負

担

割

合

や

保

険

料

の

判

定

に

金

融

所

得

も

含

め

て

判

定

す

る

こ

と

で

こ

の

不

公

平

を

解

消

す

る

。

非

課

税

の

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

は

判

定

の

対

象

と

は

し

な

い

。

　

対

象

と

な

る

金

融

所

得

は

金

融

機

関

等

が

提

出

す

る

法

定

調

書

を

活

用

し

て

把

握

し

、

個

人

の

事

務

負

担

等

が

増

え

る

こ

と

は

な

い

と

し

て

い

る

。

　

実

施

ま

で

に

５

年

も

の

期

間

を

設

け

た

の

は

、

国

や

自

治

体

で

の

シ

ス

テ

ム

改

修

等

に

相

応

の

時

間

を

要

す

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

た

め

。

　

今

回

の

法

改

正

で

は

、

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

の

み

が

対

象

と

な

っ

た

が

、

例

え

ば

国

民

健

康

保

険

制

度

で

も

金

融

所

得

の

確

定

申

告

の

有

無

に

よ

っ

て

同

様

に

負

担

等

が

変

わ

る

仕

組

み

と

な

っ

て

い

る

。

被

用

者

保

険

と

の

バ

ラ

ン

ス

等

の

問

題

も

あ

っ

て

、

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

で

先

行

し

て

実

施

す

る

こ

と

に

な

っ

た

が

、

い

ず

れ

は

国

民

健

康

保

険

制

度

も

対

象

と

な

る

可

能

性

が

あ

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットにつ

き、その使用された金額について仕入税額控除の適用を受ける

ためには、原則として、その使用に当たってタクシー事業者（そ

のタクシー事業者に係る事業者団体など、個々の契約等により

そのタクシー利用に係る課税売上げを計上すべきこととされて

いる者を含みます。以下同じです。）から受領した簡易インボ

イスの保存が必要となります。

　しかし、クレジットカード会社が発行しているタクシーチケ

ットを取引先の送迎等に使用した場合、取引先に手渡したタク

シーチケットが料金の精算時にタクシーのドライバーに渡され

ると、タクシーを利用した際に交付を受ける簡易インボイスの

保存をすることができません。クレジットカード会社からはク

レジットカード利用明細書が送られてきますが、この明細書は、

そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行

った他の事業者（タクシー事業者）が作成・交付する書類では

なく、当該他の事業者（タクシー事業者）の氏名又は名称及び

登録番号が記載された書類にも該当しないため、仕入税額控除

の適用を受けるためのインボイスには該当しないことから、実

務上どう対応するかという問題があります。

　ところで、簡易インボイスの記載事項（取引年月日を除きま

す。）が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引

（回収特例）については、簡易インボイスの保存が困難である

ことから、帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受ける

ことができることとされています（消令�①一ロ）。

　タクシーチケットについても、簡易インボイスの保存が困難

といった事情が考慮され、特別な取扱いが認められています。

すなわち、受領したクレジットカード利用明細書及び次に掲げ

る資料に記載された内容等に基づき、利用されたタクシー事業

者がインボイス発行事業者であることが確認できる場合には、

簡易インボイスの記載事項（取引年月日を除きます。）が記載

されている証票が使用の際に回収される取引として、回収特例

と同様に帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けるこ

とができることとされています。　

・　利用されたタクシー事業者のホームページ　

・　クレジットカード会社のホームページ等に掲載されている

利用可能タクシー一覧

　なお、利用したタクシー事業者がインボイス発行事業者でな

いことが確認された場合には、そのタクシー利用時に受領した

領収書（未収書等）や、別途そのタクシー事業者から発行を受

けた書類など、区分記載請求書の記載事項を満たした書類及び

一定の事項を記載した帳簿の保存があれば、仕入税額相当額の

一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受

けることができます（�年改正法附則�、�）。

　

税

務

調

査

に

お

け

る

調

査

官

と

納

税

者

の

最

大

の

関

心

事

は

、

重

加

（

重

加

算

税

）

が

課

さ

れ

る

か

（

課

す

こ

と

が

で

き

る

か

）

否

か

に

あ

る

。

調

査

官

に

と

っ

て

は

、

調

査

能

力

の

指

標

と

さ

れ

、

ボ

ー

ナ

ス

の

多

寡

に

も

影

響

す

る

こ

と

も

あ

り

得

る

。

他

方

、

納

税

者

に

と

っ

て

は

、

税

額

の

大

き

さ

だ

け

で

は

な

く

、

悪

質

納

税

者

の

レ

ッ

テ

ル

が

貼

ら

れ

、

今

後

の

調

査

回

数

が

増

加

す

る

こ

と

も

心

配

せ

ざ

る

を

得

な

く

な

る

。

　

こ

れ

が

、

査

察

調

査

に

な

る

と

、

も

っ

と

深

刻

で

あ

る

。

筆

者

の

経

験

で

は

（

数

十

年

前

の

こ

と

で

あ

る

が

）

、

犯

則

所

得

１

億

円

に

対

し

、

法

人

税

で

あ

れ

ば

、

本

税

、

重

加

算

税

、

延

滞

税

及

び

罰

金

の

合

計

額

が

約

１

億

円

に

な

り

、

個

人

で

あ

れ

ば

、

約

１

・

５

億

円

に

達

す

る

と

い

う

こ

と

で

、

そ

れ

を

課

（

科

）

す

側

と

し

て

も

気

の

毒

に

思

っ

た

こ

と

が

あ

る

（

そ

の

頃

に

比

べ

た

ら

、

本

税

の

税

率

が

�

数

％

下

が

っ

て

い

る

が

、

重

加

算

税

の

税

率

が

�

％

か

ら

最

高

�

％

に

上

昇

し

て

い

る

）

。

　

そ

の

た

め

、

脱

税

し

た

場

合

に

、

罰

金

と

重

加

算

税

を

科

（

課

）

す

こ

と

は

、

憲

法

�

条

（

何

人

も

、

実

行

の

時

に

適

法

で

あ

つ

た

行

為

又

は

既

に

無

罪

と

さ

れ

た

行

為

に

つ

い

て

は

、

刑

事

上

の

責

任

を

問

は

れ

な

い

。

又

、

同

一

の

犯

罪

に

つ

い

て

、

重

ね

て

刑

事

上

の

責

任

を

問

は

れ

な

い

。

）

に

違

反

（

二

重

処

罰

）

す

る

か

否

か

が

古

く

か

ら

争

わ

れ

て

き

た

。

　

そ

の

た

め

、

最

高

裁

昭

和

�

年

４

月

�

日

大

法

廷

判

決

は

、

次

の

と

お

り

判

示

し

て

、

そ

の

争

い

に

決

着

を

つ

け

た

。

　

「

法

人

税

法

（

編

注

＝

昭

和

�

年

改

正

前

の

も

の

）

四

三

条

の

追

徴

税

（

編

注

＝

現

行

の

重

加

算

税

に

相

当

）

は

、

申

告

納

税

の

実

を

挙

げ

る

た

め

に

、

本

来

の

租

税

に

附

加

し

て

租

税

の

形

式

に

よ

り

賦

課

せ

ら

れ

る

も

の

で

あ

つ

て

、

こ

れ

を

課

す

る

こ

と

が

申

告

納

税

を

怠

つ

た

も

の

に

対

し

制

裁

的

意

義

を

有

す

る

こ

と

は

否

定

し

得

な

い

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

詐

欺

そ

の

他

不

正

の

行

為

に

よ

り

法

人

税

を

免

れ

た

場

合

に

、

そ

の

違

反

行

為

者

お

よ

び

法

人

に

科

せ

ら

れ

る

同

法

四

八

条

一

項

お

よ

び

五

一

条

の

罰

金

と

は

、

そ

の

性

質

を

異

に

す

る

も

の

と

解

す

べ

き

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

法

四

八

条

一

項

の

逋

脱

犯

に

対

す

る

刑

罰

が

「

詐

欺

そ

の

他

不

正

の

行

為

に

よ

り

云

々

」

の

文

字

か

ら

も

窺

わ

れ

る

よ

う

に

、

脱

税

者

の

不

正

行

為

の

反

社

会

性

な

い

し

反

道

義

性

に

着

目

し

、

こ

れ

に

対

す

る

制

裁

と

し

て

科

せ

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

に

反

し

、

法

四

三

条

の

追

徴

税

は

、

単

に

過

少

申

告

・

不

申

告

に

よ

る

納

税

義

務

違

反

の

事

実

が

あ

れ

ば

、

同

条

所

定

の

已

む

を

得

な

い

事

由

の

な

い

限

り

、

そ

の

違

反

の

法

人

に

対

し

課

せ

ら

れ

る

も

の

で

あ

り

、

こ

れ

に

よ

つ

て

、

過

少

申

告

・

不

申

告

に

よ

る

納

税

義

務

違

反

の

発

生

を

防

止

し

、

以

つ

て

納

税

の

実

を

挙

げ

ん

と

す

る

趣

旨

に

出

で

た

行

政

上

の

措

置

で

あ

る

と

解

す

べ

き

で

あ

る

。

法

が

追

徴

税

を

行

政

機

関

の

行

政

手

続

に

よ

り

租

税

の

形

式

に

よ

り

課

す

べ

き

も

の

と

し

た

こ

と

は

追

徴

税

を

課

せ

ら

る

べ

き

納

税

義

務

違

反

者

の

行

為

を

犯

罪

と

し

、

こ

れ

に

対

す

る

刑

罰

と

し

て

、

こ

れ

を

課

す

る

趣

旨

で

な

い

こ

と

明

ら

か

で

あ

る

。

」

　

そ

し

て

、

昭

和

�

年

に

制

定

さ

れ

た

国

税

通

則

法

に

規

定

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

重

加

算

税

に

つ

い

て

も

、

最

高

裁

昭

和

�

年

９

月

�

日

判

決

も

、

前

記

の

昭

和

�

年

の

大

法

廷

判

決

の

考

え

方

を

全

面

的

に

引

用

し

、

重

加

算

税

が

「

行

政

機

関

の

手

続

に

よ

り

違

反

者

に

課

さ

れ

る

も

の

で

、

こ

れ

に

よ

っ

て

か

か

る

方

法

に

よ

る

納

税

義

務

違

反

の

発

生

を

防

止

し

、

も

っ

て

徴

税

の

実

を

挙

げ

よ

う

と

趣

旨

に

出

た

行

政

上

の

措

置

で

あ

り

、

違

反

者

の

不

正

行

為

が

反

社

会

性

な

い

し

反

道

徳

税

に

着

目

し

て

こ

れ

に

対

す

る

制

裁

と

し

て

科

せ

ら

れ

る

刑

罰

と

は

趣

旨

・

性

質

を

異

に

す

る

」

と

強

調

し

、

脱

税

者

に

対

し

罰

金

の

ほ

か

重

加

算

税

を

科

す

こ

と

の

二

重

処

罰

性

を

否

定

し

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

に

、

逋

脱

に

対

す

る

罰

金

と

重

加

算

税

の

二

重

処

罰

問

題

は

、

判

例

で

は

解

決

し

て

い

る

。

し

か

し

、

査

察

の

現

場

で

、

経

済

面

だ

け

で

も

、

罰

金

と

重

加

算

税

等

に

途

方

に

暮

れ

て

い

た

納

税

者

を

目

の

前

に

し

て

き

た

筆

者

と

し

て

は

、

複

雑

な

思

い

は

あ

る

。

　

と

こ

ろ

で

、

重

加

算

税

の

賦

課

要

件

で

あ

る

国

税

通

則

法

�

条

に

い

う

「

納

税

者

が

そ

の

国

税

の

課

税

標

準

等

又

は

税

額

等

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

べ

き

事

実

の

全

部

又

は

一

部

を

隠

蔽

し

、

又

は

仮

装

し

、

か

つ

、

そ

の

隠

蔽

し

、

又

は

仮

装

し

た

と

こ

ろ

に

基

づ

き

…

…

」

の

解

釈

・

適

用

論

に

つ

い

て

は

、

種

々

の

議

論

が

あ

る

。

そ

こ

で

、

次

回

以

降

に

お

い

て

、

そ

の

解

釈

論

等

の

主

要

な

論

点

を

取

り

上

げ

て

論

じ

て

い

く

こ

と

に

す

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

相

続

税

・

贈

与

税

の

基

本

的

な

仕

組

み

を

学

べ

る

よ

う

、

基

礎

的

な

内

容

に

絞

っ

て

簡

潔

に

解

説

し

た

入

門

書

。

　

具

体

的

な

税

額

計

算

、

使

用

頻

度

の

高

い

特

例

制

度

の

概

要

な

ど

、

相

続

税

・

贈

与

税

の

初

学

者

が

欠

か

す

こ

と

の

で

き

な

い

要

点

を

平

易

に

解

説

。

　

相

続

編

で

は

、

相

続

開

始

前

７

年

以

内

に

被

相

続

人

か

ら

贈

与

を

受

け

た

財

産

、

相

続

時

精

算

課

税

の

適

用

を

受

け

た

財

産

、

小

規

模

宅

地

等

に

つ

い

て

の

相

続

税

の

課

税

価

格

の

計

算

の

特

例

、

非

上

場

株

式

等

に

つ

い

て

の

相

続

税

の

納

税

猶

予

及

び

免

除

の

特

例

な

ど

を

、

贈

与

税

編

で

は

、

法

人

か

ら

贈

与

を

受

け

た

財

産

、

相

続

開

始

の

年

に

被

相

続

人

か

ら

贈

与

を

受

け

た

財

産

、

直

系

尊

属

か

ら

住

宅

取

得

等

資

金

の

贈

与

を

受

け

た

場

合

の

贈

与

税

の

非

課

税

、

特

定

の

贈

与

者

か

ら

住

宅

取

得

等

資

金

の

贈

与

を

受

け

た

場

合

の

相

続

時

精

算

課

税

の

特

例

、

個

人

の

事

業

用

資

産

に

つ

い

て

の

贈

与

税

の

納

税

猶

予

及

び

免

除

、

非

上

場

株

式

等

に

つ

い

て

の

贈

与

税

の

納

税

猶

予

及

び

免

除

な

ど

を

解

説

。

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

対

応

し

た

最

新

版

。

　

Ａ

５

判

、

２

４

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

２

０

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

が

取

り

消

さ

れ

た

ケ

ー

ス

に

お

い

て

、

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

と

し

て

登

録

を

受

け

て

い

る

請

求

人

が

、

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

前

に

消

費

税

法

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

こ

と

は

、

取

消

事

実

に

該

当

す

る

か

ど

う

か

が

争

わ

れ

た

事

例

。

　

原

処

分

庁

が

、

請

求

人

は

消

費

税

法

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

と

し

て

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

を

取

り

消

し

た

こ

と

に

対

し

、

請

求

人

が

、

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

日

に

お

い

て

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

で

は

な

い

こ

と

か

ら

、

当

該

登

録

の

取

消

事

由

に

該

当

し

な

い

な

ど

と

し

て

原

処

分

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

請

求

人

の

主

張

を

退

け

る

判

断

を

し

た

（

令

和

７

年

４

月

�

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

空

調

設

備

工

事

の

請

負

等

を

目

的

と

す

る

法

人

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

、

令

和

４

年

７

月

７

日

、

原

処

分

庁

に

対

し

て

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

書

を

提

出

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

４

年

７

月

�

日

、

改

正

法

附

則

第

�

条

第

３

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

新

消

費

税

法

第

�

条

の

２

第

４

項

の

例

に

よ

り

、

前

記

の

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

書

に

基

づ

き

、

登

録

年

月

日

、

登

録

番

号

、

名

称

お

よ

び

本

店

ま

た

は

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

（

本

件

各

登

録

事

項

）

を

、

そ

れ

ぞ

れ

５

年

�

月

１

日

と

し

て

、

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

登

録

簿

に

登

載

し

、

同

月

�

日

、

国

税

庁

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

公

表

サ

イ

ト

（

本

件

公

表

サ

イ

ト

）

に

て

本

件

当

初

登

録

内

容

を

公

表

し

た

。

　

請

求

人

は

、

○

○

、

○

○

に

お

い

て

消

費

税

法

の

規

定

に

違

反

し

た

と

し

て

、

○

○

に

処

す

る

旨

の

判

決

を

言

い

渡

さ

れ

、

こ

の

判

決

は

、

○

○

に

確

定

し

た

（

本

件

罰

金

刑

）

。

　

請

求

人

は

、

６

年

１

月

１

日

、

商

号

を

変

更

し

た

。

　

請

求

人

は

、

６

年

１

月

�

日

、

本

件

当

初

登

録

内

容

の

う

ち

、

名

称

を

○

○

か

ら

○

○

に

変

更

す

る

旨

の

届

出

書

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

、

同

年

３

月

４

日

、

本

件

当

初

登

録

内

容

の

う

ち

、

名

称

が

○

○

に

変

更

さ

れ

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

○

○

、

請

求

人

は

、

本

件

罰

金

刑

に

処

せ

ら

れ

て

お

り

、

こ

の

こ

と

は

消

費

税

法

第

�

条

の

２

第

６

項

第

１

号

ホ

に

規

定

す

る

事

実

（

本

件

取

消

事

実

）

に

該

当

す

る

と

し

て

、

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

の

取

消

し

を

決

定

し

、

請

求

人

の

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

が

取

り

消

さ

れ

た

旨

を

本

件

公

表

サ

イ

ト

に

て

公

表

し

た

。

　

争

点

は

、

請

求

人

が

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

前

に

消

費

税

法

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

こ

と

は

、

本

件

取

消

事

実

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

を

取

り

消

さ

れ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

①

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

�

年

３

月

法

律

第

�

号

）

附

則

（

改

正

附

則

）

第

�

条

《

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

等

に

関

す

る

経

過

措

置

》

第

３

項

は

５

年

�

月

１

日

（

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

）

前

に

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

の

取

消

し

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

し

、

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

前

の

取

消

し

は

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

に

取

り

消

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

と

規

定

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

っ

て

、

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

以

降

の

処

分

を

示

唆

す

る

も

の

で

は

な

い

こ

と

、

②

消

費

税

法

第

�

条

の

２

《

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

等

》

第

６

項

第

１

号

ホ

に

明

記

さ

れ

て

い

る

と

お

り

、

新

た

に

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

に

な

っ

た

後

に

消

費

税

法

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

場

合

に

取

消

処

分

の

事

由

に

な

る

こ

と

、

③

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

で

な

い

事

業

者

が

消

費

税

法

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

場

合

に

は

登

録

の

取

消

事

由

に

は

な

ら

な

い

こ

と

か

ら

、

請

求

人

が

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

前

に

消

費

税

法

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

こ

と

は

、

消

費

税

法

第

�

条

の

２

第

６

項

第

１

号

ホ

に

規

定

す

る

事

実

（

取

消

事

実

）

に

は

該

当

し

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

は

、

４

年

７

月

７

日

に

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

書

を

提

出

し

、

登

録

年

月

日

を

５

年

�

月

１

日

と

し

て

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

を

受

け

て

お

り

、

消

費

税

法

第

�

条

の

２

第

６

項

第

１

号

ホ

に

規

定

す

る

「

当

該

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

」

に

該

当

し

て

い

た

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

請

求

人

は

、

○

○

に

本

件

罰

金

刑

に

処

せ

ら

れ

て

お

り

、

こ

の

こ

と

は

消

費

税

法

第

�

条

の

２

第

６

項

第

１

号

ホ

に

規

定

す

る

「

こ

の

法

律

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

こ

と

」

に

該

当

す

る

の

で

あ

る

か

ら

、

請

求

人

が

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

前

に

消

費

税

法

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

こ

と

は

、

本

件

取

消

事

実

に

該

当

す

る

。

　

請

求

人

は

、

①

改

正

法

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

前

に

登

録

の

取

消

し

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

し

、

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

前

に

さ

れ

た

取

消

し

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

に

取

り

消

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

と

規

定

さ

れ

て

い

る

も

の

で

、

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

以

降

の

処

分

に

つ

い

て

示

唆

す

る

も

の

で

は

な

い

、

②

消

費

税

法

は

、

「

当

該

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

が

こ

の

法

律

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

こ

と

」

と

明

記

、

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

に

な

っ

て

か

ら

新

た

に

こ

の

法

律

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

場

合

に

取

消

処

分

の

事

由

に

な

る

に

す

ぎ

な

い

、

③

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

で

は

な

い

事

業

者

が

、

消

費

税

法

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

場

合

に

は

、

登

録

の

取

消

事

由

に

は

な

ら

な

い

な

ど

と

主

張

す

る

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

請

求

人

が

イ

ン

ボ

イ

ス

施

行

日

前

に

消

費

税

法

の

規

定

に

違

反

し

て

罰

金

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

こ

と

に

は

、

消

費

税

法

第

�

条

の

２

第

６

項

第

１

号

ホ

が

適

用

さ

れ

、

本

件

取

消

事

実

に

該

当

す

る

こ

と

は

前

記

の

と

お

り

で

あ

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

請

求

人

の

主

張

に

は

理

由

が

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



【

処

分

（

決

定

）

】

　

▽

法

人

税

～

雑

収

入

除

外

　

　

課

税

所

得

金

額

（

５

期

合

計

）

　

　

１

０

９

０

万

円

（

重

加

算

税

対

象

）

　

　

　

＊

売

上

原

価

等

認

容

額

控

除

後

　

▽

消

費

税

　

　

法

人

税

処

分

に

連

動

す

る

非

違

額

　

▽

源

泉

所

得

税

　

　

雑

収

入

除

外

相

当

額

を

、

社

長

・

比

嘉

善

蔵

に

対

す

る

認

定

賞

与

と

す

る

こ

と

に

伴

う

源

泉

所

得

税

の

納

税

告

知

処

分

、

同

処

分

に

よ

る

不

納

付

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

ヒ

エ

ラ

ル

キ

ー

　

国

税

組

織

の

階

層

構

造

は

堅

固

で

あ

る

。

　

税

務

署

の

法

人

担

当

で

は

、

次

の

と

お

り

に

な

っ

て

い

る

。

　

調

査

を

行

う

調

査

官

。

調

査

官

に

指

示

を

与

え

進

捗

管

理

を

行

う

担

当

部

門

の

統

括

国

税

調

査

官

（

通

称

、

統

括

）

。

各

部

門

を

束

ね

全

体

の

事

務

運

営

を

監

理

指

揮

す

る

法

人

課

税

部

門

第

一

統

括

（

通

称

、

一

統

）

。

そ

し

て

、

署

内

法

人

課

税

部

門

の

責

任

者

で

あ

り

、

対

外

的

な

顔

と

も

な

る

法

人

担

当

副

署

長

（

通

称

、

法

担

サ

ブ

）

。

そ

の

上

に

、

署

長

が

い

る

。

　

調

査

事

案

１

つ

１

つ

は

、

こ

う

し

た

官

職

に

あ

る

者

た

ち

に

よ

っ

て

幾

度

も

チ

ェ

ッ

ク

さ

れ

、

揉

ま

れ

、

あ

ざ

な

え

る

縄

の

ご

と

く

、

確

た

る

形

を

成

し

て

い

く

。

三

平

運

輸

事

案

と

て

例

外

で

は

な

い

。

そ

の

検

討

会

が

、

ま

さ

に

サ

ブ

の

部

屋

で

行

わ

れ

て

い

た

。

【

多

摩

税

務

署

内

・

法

人

担

当

副

署

長

室

】

「

―

―

―

以

上

が

、

こ

れ

ま

で

の

調

査

の

経

過

と

把

握

さ

れ

た

事

実

関

係

に

な

り

ま

す

」

　

ひ

と

通

り

事

案

説

明

を

終

え

た

杉

江

の

隣

み

か

み

に

座

っ

て

い

た

三

上

統

括

が

口

を

開

く

。

サ

く

れ

や

ま

ぎ

わ

ブ

の

呉

や

一

統

の

山

際

の

顔

を

見

な

が

ら

、

「

単

独

調

査

の

１

号

事

案

で

、

杉

江

君

は

、

こ

こ

ま

で

よ

く

頑

張

っ

て

く

れ

ま

し

た

」

「

本

当

に

。

先

が

楽

し

み

で

す

ね

、

サ

ブ

」

　

一

統

が

サ

ブ

の

顔

を

見

た

。

「

そ

う

だ

な

」

満

足

げ

に

頷

く

と

、

杉

江

を

見

な

が

ら

、

「

お

疲

れ

さ

ま

」

と

微

笑

ん

だ

。

「

結

局

、

社

長

は

、

除

外

資

金

を

何

に

使

っ

た

か

は

、

と

う

と

う

言

わ

な

か

っ

た

ん

だ

な

」

　

一

統

の

質

問

に

、

三

上

統

括

が

、

「

接

待

し

た

者

に

迷

惑

が

か

か

る

か

ら

の

一

点

張

り

で

し

て

、

こ

れ

以

上

は

…

…

」

か

ぶ

「

脱

税

し

た

分

は

、

自

分

で

被

る

と

い

う

わ

け

で

す

か

ら

、

ま

あ

、

善

し

と

す

る

し

か

な

い

の

で

す

か

ね

」

一

統

が

サ

ブ

を

見

た

。

「

そ

の

辺

り

、

審

理

の

視

点

か

ら

は

ど

う

だ

」

　

サ

ブ

の

質

問

に

、

税

法

の

観

点

か

ら

検

討

さ

い

と

う

を

行

う

審

理

担

当

の

斎

藤

・

上

席

国

税

調

査

官

が

、

「

現

行

法

で

は

、

仕

方

あ

り

ま

せ

ん

」

と

回

答

す

る

と

続

け

た

。

「

余

談

で

す

が

、

現

在

、

政

府

税

制

調

査

会

で

、

秘

匿

金

課

税

な

る

改

正

案

が

議

論

さ

れ

て

い

ま

す

。

今

回

の

事

案

の

よ

う

に

、

接

待

先

な

ど

を

記

帳

し

て

い

な

い

場

合

、

よ

り

重

い

ペ

ナ

ル

テ

ィ

を

課

す

も

の

で

す

。

が

、

導

入

な

き

現

段

階

で

は

、

致

し

方

な

い

も

の

と

」

「

法

人

税

も

源

泉

所

得

税

も

か

か

る

、

い

わ

ば

ダ

ブ

ル

パ

ン

チ

だ

。

で

も

社

長

が

そ

れ

で

納

得

し

て

い

る

の

な

ら

、

や

む

を

得

な

い

な

。

も

う

し

の

べ

し

ょ

　

申

述

書

も

取

っ

て

い

る

こ

と

だ

し

な

」

　

サ

ブ

の

言

葉

に

皆

が

頷

く

。

「

納

税

は

、

大

丈

夫

な

ん

で

し

ょ

う

か

？

」

　

徴

収

部

門

の

一

統

が

、

滞

納

と

な

る

こ

と

し

か

を

懸

念

し

て

、

顔

を

顰

め

な

が

ら

訊

ね

た

。

　

こ

れ

を

受

け

三

上

統

括

が

、

「

先

日

、

社

長

と

会

い

、

そ

の

点

も

確

認

し

ま

し

た

。

仕

事

は

固

定

の

得

意

先

が

大

半

で

、

新

規

顧

客

の

獲

得

も

進

ん

で

お

り

、

納

付

に

は

目

途

が

立

っ

て

い

る

と

言

っ

て

い

ま

し

た

」

「

新

規

顧

客

の

獲

得

か

…

…

。

除

外

し

た

カ

ま

ネ

で

蒔

い

た

種

が

実

っ

た

と

い

う

こ

と

か

」

　

サ

ブ

は

独

り

言

の

よ

う

に

い

っ

た

後

、

「

よ

し

、

い

ず

れ

に

し

て

も

、

こ

の

事

案

ペ

ー

パ

ー

で

、

署

長

に

説

明

す

る

と

し

よ

う

」

　

サ

ブ

の

弾

ん

だ

声

に

皆

が

強

く

頷

い

た

。

　

後

日

、

署

長

室

で

行

わ

れ

た

事

案

検

討

会

で

は

、

原

案

の

ま

ま

終

了

し

た

。

　

晩

秋

、

杉

江

が

真

夏

か

ら

手

掛

け

た

三

平

運

輸

の

調

査

は

、

す

べ

て

終

わ

っ

た

。

　

�

月

初

旬

、

調

査

経

験

の

浅

い

職

員

が

集

め

ら

れ

た

研

修

で

、

杉

江

は

こ

の

事

案

を

発

表

し

、

研

修

講

師

か

ら

高

く

評

価

さ

れ

た

。

　

翌

春

、

杉

江

は

、

１

年

を

通

じ

署

内

で

優

良

な

事

績

を

遂

げ

た

調

査

官

の

１

人

と

し

て

署

長

表

彰

を

受

け

た

。

　

杉

江

に

と

り

三

平

運

輸

事

案

は

、

誇

る

に

足

る

、

忘

れ

が

た

い

事

案

と

な

っ

た

。

　

だ

が

し

か

し

、

こ

の

事

案

の

隠

さ

れ

た

真

実

を

、

杉

江

は

、

ま

だ

な

に

も

知

ら

な

い

。

　今回は、前回の受託者要件の続き及び信託管理人に

ついて述べる。

【受託者の技術的能力】（ＧＬ第３章第１節第２－２）

　⑴適正な運営の仕組み（前回続き）

　自然人が受託者の場合は、次の対応を組み合わせる

ことなどで公益信託全体のガバナンスを確保する。

　・公益信託事務の内容を信託行為に詳細に定めて裁

量的な判断が想定されないようにする。

　・重要な意思決定には、合議制機関の同意を必要とする。

　・ガバナンス体制の確立された法人（例えば公益法

人）を信託管理人とし信託管理人の同意を必要とする。

　⑵専門家の関与

　受託者自身が専門性のある人材を確保する場合だけ

でなく、合議制機関の設置や第三者への委託によって

専門性を確保する。多数の候補者から総合的な判断で

選考する公益事務の場合には、専門家を含む合議制機

関が選考を行うような仕組みが望ましい。

　⑶任務の安定性・継続性

　信託行為において次の受託者をあらかじめ定めたり

新受託者の選任方法（選定権限者、選任手続等）の規定

があることが望ましい。特に自然人が受託者の場合、次

の受託者の指定や選定プロセス、選定権限者等受託者を

早期かつ確実に選定できる手続等の定めが必要とされる。

【信託管理人の能力】

　○信託管理人に必要な監督を行う能力があること

（公益信託に関する法律（以下「法」という）８三）

　信託管理人は受託者を監視監督する機能を有し公益

信託では必置である（法４②二）。その権限は、公益財団

法人の理事会、監事、評議員会の役割を併せ持つ強力な

ものであるため、その能力の確保は極めて重要である。

　公益信託における信託管理人の主な権限には次がある。

　・委託者及び信託管理人は、合理的理由がある場合、

その合意により受託者を解任できる（信託法�①読替）。

　・受託者の利益相反行為の取消し権（信託法�⑥⑦）

　・受託者の行為差止請求権（信託法�①）や損失填補・

原状回復の請求権（信託法�①）

　・事業計画書・収支予算書、貸借対照表・損益計算

書の承認（公益信託規則�）

　自然人が信託管理人である場合、任務完了となった

際の次の信託管理人の選定手続きが信託行為に定めら

れていない場合は、認可基準を満たしていないとされる。

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　資産税ではちょっとした前提条件（基礎事実）が異な

るだけで、結論が正反対になることも珍しくありません。

例えば、次の事例はどのように取り扱えばよいのでしょ

うか。

【事例】建物取壊費用見積額の債務控除の可否

　借地人に係る借地期間中における債務不履行（地代不

払い）により、借地上の家屋の取り壊しを伴う立退きが

判決により確定していた場合において、当該家屋の取り

壊しに着手する前に相続開始があったときの合理的な取

壊費用の見積額を債務計上できますか。

　上記のような相続税・贈与税の申告実務における微妙

な法令解釈力が必要とされる何例かの事例を確認しま

す。

日　時　��年６月�日（水）�：�～�：�

※受付開始９：�、研修時間：６時間

会　場　ＩＭＹビル（名古屋市東区葵３－７－�）

地下鉄東山線「千種」駅／１番出口／徒歩約１分

地下鉄桜通線「車道」駅／３番出口／徒歩約１分

講　師　税理士・笹岡宏保（ささおか・ひろやす）氏

昭和�年兵庫県神戸市出身。平成３年笹岡会計

事務所設立。現在、多くのクライアントの税務

申告代理を行っている一方、各税理士会の「統

一研修会」等の資産税の講師として活躍してい

る。

受講料　１名につき２０，０００円（税込・レジュメ代を含む）

　　　　※「税のしるべ」購読者の方は、割引価格

　　　　１６，０００円（税込）となります。

テキスト　レジュメ。当日会場で配布いたしま

す。

申込方法　大蔵財務協会ウェブサイトの申込フ

ォームよりお申込みください。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

中

法

人

会

女

性

部

会

（

戸

澤

裕

美

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

中

税

務

署

法

人

課

税

第

一

部

門

の

辻

正

行

統

括

官

を

講

師

に

、

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

体

験

会

を

実

施

し

た

＝

写

真

。

　

オ

ン

ラ

イ

ン

上

で

の

手

続

き

と

い

う

こ

と

で

当

初

は

戸

惑

い

も

あ

っ

た

が

、

体

験

会

で

は

同

署

職

員

と

２

人

一

組

に

な

り

、

親

切

丁

寧

な

指

導

を

受

け

な

が

ら

、

実

際

に

パ

ソ

コ

ン

を

操

作

し

、

一

連

の

流

れ

を

体

験

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

　

地

方

税

に

も

同

様

の

シ

ス

テ

ム

が

あ

る

と

の

説

明

を

受

け

、

「

こ

れ

な

ら

、

銀

行

窓

口

ま

で

足

を

運

ば

な

く

て

済

む

し

、

業

務

の

効

率

化

に

も

繋

が

る

」

と

の

声

が

あ

っ

た

。

　

愛

知

・

一

般

社

団

法

人

中

川

青

色

申

告

会

（

西

垣

直

哉

会

長

）

は

５

月

�

日

、

名

古

屋

市

工

業

研

究

所

で

通

常

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

当

日

は

、

中

川

税

務

署

の

石

渡

英

二

署

長

、

名

古

屋

西

部

県

税

事

務

所

の

小

林

克

明

所

長

、

本

陣

市

税

事

務

所

の

山

本

道

子

所

長

ら

を

来

賓

に

迎

え

た

。

議

事

で

は

、

提

出

議

案

が

、

す

べ

て

原

案

通

り

に

可

決

・

成

立

し

た

。

　

記

念

講

演

会

は

、

中

川

署

の

小

梶

由

美

子

副

署

長

が

「

税

の

よ

も

や

ま

話

」

を

テ

ー

マ

に

、

酒

に

ま

つ

わ

る

雑

学

を

紹

介

し

た

。

　

講

演

会

で

は

、

ビ

ー

ル

の

製

造

量

は

減

少

傾

向

に

あ

る

一

方

で

、

缶

酎

ハ

イ

等

の

ス

ピ

リ

ッ

ツ

・

リ

キ

ュ

ー

ル

の

製

造

量

は

増

加

傾

向

に

あ

る

こ

と

や

、

水

質

・

酒

米

・

気

候

等

が

適

し

て

い

る

た

め

、

灘

（

兵

庫

）

、

伏

見

（

京

都

）

、

西

条

（

広

島

）

が

日

本

三

大

酒

処

と

な

っ

て

い

る

こ

と

な

ど

が

紹

介

さ

れ

た

。

出

席

者

か

ら

は

「

普

段

、

あ

ま

り

聞

く

こ

と

が

で

き

な

い

話

が

聞

け

て

勉

強

に

な

っ

た

」

と

の

声

が

聴

か

れ

た

。

　

大

阪

・

公

益

社

団

法

人

阿

倍

野

納

税

協

会

（

廣

瀬

恭

子

会

長

）

と

阿

倍

野

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

山

村

康

幸

会

長

）

は

２

日

、

都

シ

テ

ィ

大

阪

天

王

寺

に

お

い

て

合

同

式

典

を

共

催

し

た

＝

写

真

。

当

日

は

大

阪

国

税

局

の

岡

拓

也

徴

収

部

長

、

阿

倍

野

税

務

署

の

大

塚

雄

一

郎

署

長

を

は

じ

め

、

多

く

の

関

係

者

が

一

堂

に

会

し

た

。

　

本

式

典

は

、

税

務

行

政

の

円

滑

化

へ

の

寄

与

を

目

的

に

開

催

。

多

様

化

す

る

社

会

の

要

請

に

応

え

る

た

め

、

今

後

の

活

動

方

針

と

し

て

「

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

推

進

」

や

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

促

進

」

と

い

っ

た

重

要

課

題

が

力

強

く

打

ち

出

さ

れ

た

。

　

あ

い

さ

つ

に

立

っ

た

廣

瀬

阿

倍

野

納

税

協

会

長

は

電

子

帳

簿

保

存

法

等

の

定

着

支

援

を

強

調

し

、

山

村

会

長

は

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

化

の

さ

ら

な

る

普

及

に

全

力

を

尽

く

す

決

意

を

述

べ

た

。

後

援

の

大

塚

阿

倍

野

税

務

署

長

か

ら

は

長

年

の

協

力

へ

の

謝

辞

と

今

後

の

発

展

へ

の

期

待

が

寄

せ

ら

れ

、

参

加

者

は

時

代

の

変

化

に

即

し

た

税

務

環

境

の

構

築

に

貢

献

し

て

い

く

誓

い

を

新

た

に

し

た

。

　

福

岡

地

区

納

貯

連

協

議

会

（

坂

本

文

比

古

会

長

）

は

２

日

、

福

岡

市

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

博

多

、

香

椎

、

福

岡

、

西

福

岡

、

筑

紫

税

務

署

管

内

の

各

納

貯

連

の

役

員

、

来

賓

と

し

て

福

岡

国

税

局

の

幹

部

や

各

署

の

管

理

運

営

部

門

統

括

徴

収

官

ら

が

出

席

し

た

。

　

坂

本

会

長

＝

写

真

＝

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

令

和

８

年

度

事

業

計

画

と

し

て

①

振

替

納

税

や

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

な

ど

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

普

及

拡

大

お

よ

び

消

費

税

期

限

内

完

納

推

進

、

②

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

普

及

定

着

の

推

進

、

③

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

周

知

・

広

報

な

ど

を

承

認

し

た

。

　

総

会

後

は

懇

談

会

が

開

か

れ

、

組

合

員

相

互

の

親

睦

を

深

め

た

。

　

長

野

優

法

会

（

塚

田

裕

一

会

長

）

は

２

日

、

長

野

市

の

ホ

テ

ル

国

際

�

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

総

会

に

は

玉

川

直

文

署

長

を

は

じ

め

と

す

る

長

野

税

務

署

の

幹

部

な

ど

多

数

の

来

賓

が

出

席

し

た

。

　

塚

田

会

長

の

あ

い

さ

つ

に

続

い

て

議

事

に

入

り

、

令

和

８

年

度

事

業

計

画

案

や

収

支

予

算

案

な

ど

す

べ

て

の

議

案

を

承

認

。

ま

た

、

役

員

改

選

で

竹

村

利

器

副

会

長

が

新

会

長

に

選

出

さ

れ

た

。

　

総

会

後

に

は

、

講

演

会

が

開

催

さ

れ

、

ノ

ル

デ

ィ

ッ

ク

複

合

で

ト

リ

ノ

か

ら

６

大

会

連

続

で

五

輪

に

出

場

し

、

銀

、

銅

各

２

個

の

メ

ダ

ル

を

獲

得

し

た

長

野

県

白

馬

村

出

身

の

渡

部

暁

斗

さ

ん

が

「

世

界

一

と

は

何

だ

っ

た

の

か

―

正

解

の

な

い

競

技

の

中

で

追

及

し

た

勝

ち

方

と

在

り

方

―

」

と

題

し

て

講

演

＝

写

真

。

小

学

校

の

卒

業

文

集

に

「

世

界

一

に

な

る

」

と

書

い

た

と

い

う

渡

部

さ

ん

だ

が

、

�

数

年

の

競

技

生

活

を

通

じ

て

も

「

世

界

一

」

と

は

何

だ

っ

た

の

か

、

わ

か

ら

な

か

っ

た

と

い

う

。

た

だ

、

世

界

一

よ

り

も

大

切

な

も

の

が

あ

る

と

思

う

よ

う

に

な

り

、

環

境

保

全

な

ど

社

会

貢

献

活

動

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

る

と

語

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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